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S p e c i a l  E d i t i o n

◆
昨
今
、
自
宅
に
押
し
か
け
た
事

業
者
に
貴
金
属
等
を
強
引
に
買

い
取
ら
れ
る
と
い
っ
た
被
害
が

増
え
て
い
る
こ
と
を
受
け
、
新

た
に
「
訪
問
購
入
」
の
規
制
を

盛
り
込
む
「
特
定
商
取
引
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
」（
平
成
24
年
法
律
第
59
号
）

が
平
成
24
年
８
月
22
日
公
布
、

平
成
25
年
２
月
21
日
に
施
行
さ

れ
ま
し
た
。

◆
改
正
に
よ
り
「
訪
問
購
入
」
に

よ
っ
て
取
引
さ
れ
る
原
則
全
て

の
物
品
が
規
制
対
象
と
な
り
ま

す
。

※

た
だ
し
、
自
動
車
や
家
具
等
、

一
部
物
品
や
取
引
態
様
は
規
制

の
対
象
外
と
な
り
ま
す
の
で
、

御
注
意
く
だ
さ
い
。

　「
訪
問
購
入
」
は
、
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル

が
生
じ
や
す
い
６
つ
の
取
引
類
型
（
訪

問
販
売
、
通
信
販
売
、
電
話
勧
誘
販
売
、

連
鎖
販
売
取
引
、
特
定
継
続
的
役
務
提
供
、

業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
）
を
対
象
に
、

行
政
規
制
、
刑
事
罰
及
び
民
事
ル
ー
ル

を
規
定
し
た
現
行
の
特
定
商
取
引
法
の

７
番
目
の
取
引
類
型
と
し
て
追
加
さ
れ

た
も
の
で
、
高
齢
者
を
中
心
に
被
害
が

拡
大
し
て
い
る
貴
金
属
等
の
訪
問
購
入

取
引
を
公
正
な
も
の
と
し
て
、
物
品
を

売
り
渡
す
消
費
者
が
受
け
る
こ
と
に
な

る
被
害
の
防
止
を
図
る
こ
と
等
を
目
的

と
し
て
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

　
●
ト
ラ
ブ
ル
の
現
状

　
一
昨
年
度
か
ら
今
年
度
に
か
け
て
、

貴
金
属
を
中
心
に
、
訪
問
購
入
に
関
し
、

消
費
者
か
ら
各
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に

寄
せ
ら
れ
る
相
談
件
数
が
激
増
し
て
い

ま
す
。

　
相
談
者
の
属
性
と
し
て
は
、
女
性

（
86
％
）
や
高
齢
者
（
60
代
以
上
、
62
％
）

が
多
い
と
い
う
状
況
で
す
（
数
字
は
平

成
22
年
度
の
も
の
。「
貴
金
属
等
の
訪
問

買
取
り
に
関
す
る
研
究
会
中
間
取
り
ま

と
め
」
よ
り
。）。

　
●
法
律
の
内
容

①
訪
問
購
入
業
者
に
対
す
る
不
当
な
勧

誘
行
為
の
規
制

　
訪
問
購
入
を
行
う
際
、
事
業
者
名
・

勧
誘
目
的
等
の
明
示
義
務
、
不
招
請

勧
誘
の
禁
止
（※

）、
再
勧
誘
の
禁
止

な
ど
の
規
制
が
か
か
り
ま
す
。

※

い
わ
ゆ
る
飛
び
込
み
勧
誘
の
場
合

だ
け
で
な
く
、
消
費
者
か
ら
査
定

に
関
し
て
の
み
訪
問
要
請
を
受
け

た
場
合
も
、
査
定
を
超
え
た
勧
誘

行
為
は
禁
止
と
な
り
ま
す
。

②
書
面
の
交
付
義
務

　
買
取
価
格
等
の
必
要
事
項
を
記
載

し
た
書
面
を
消
費
者
に
交
付
す
る
義

務
が
あ
り
ま
す
。

③
訪
問
購
入
に
係
る
売
主
（
消
費
者
）

に
よ
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ

　
消
費
者
は
②
の
書
面
が
交
付
さ
れ

た
日
か
ら
８
日
以
内
で
あ
れ
ば
無
条

件
で
契
約
の
解
除
が
で
き
る
ほ
か
、

物
品
の
引
き
渡
し
を
拒
む
こ
と
が
で

き
ま
す
。

④
第
三
者
へ
の
物
品
の
引
渡
し
に
関
す

る
売
主
へ
の
通
知

　
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
中
に
第

三
者
へ
物
品
を
引
き
渡
し
た
場
合
に

は
、
元
の
持
主
で
あ
る
消
費
者
に
対

し
て
、
そ
の
旨
及
び
第
三
者
へ
の
引

渡
し
に
関
す
る
情
報
を
通
知
す
る
義

務
が
あ
り
ま
す
。

⑤
物
品
を
引
き
渡
す
際
の
第
三
者
へ
の

通
知

　
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
中
に
第

三
者
へ
引
き
渡
す
場
合
に
は
、
第
三

者
に
対
し
て
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の

対
象
物
品
で
あ
る
こ
と
等
を
通
知
す

る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

・
違
反
業
者
に
対
し
て
は
、
業
務
停

止
等
を
命
令
。

・
悪
質
な
違
法
行
為
は
、
懲
役
や
罰

金
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

〈 

ト
ラ
ブ
ル
の
主
な
事
例 

〉

【
着
物
の
購
入
の
は
ず
が
、
貴
金
属
の

購
入
も
執
拗
に
要
求
し
て
き
た
業
者
】

　
一
人
暮
ら
し
の
母
宅
へ
突
然
不
要

な
着
物
を
買
い
取
る
と
電
話
が
あ
り
、

処
分
し
て
も
よ
い
着
物
が
あ
っ
た
の

で
来
訪
を
承
諾
し
た
。
当
日
、
若
い

男
性
が
来
て
着
物
の
購
入
価
格
は

3
0
0
円
と
言
わ
れ
、
あ
ま
り
に
も

安
か
っ
た
が
不
要
だ
っ
た
の
で
了
解

し
た
。
す
る
と
業
者
が
、
つ
い
で
に

貴
金
属
の
鑑
定
を
し
て
あ
げ
る
と
言

い
、
母
が
つ
け
て
い
た
祖
母
の
形
見

の
指
輪
を
い
き
な
り
外
し
に
か
か
っ

た
。
突
然
の
こ
と
に
驚
い
て
必
死
で

断
っ
た
が
、
他
の
物
も
見
せ
る
よ
う

執
拗
に
言
わ
れ
、
怖
く
て
手
持
ち
の

ネ
ッ
ク
レ
ス
、
指
輪
、
ブ
レ
ス
レ
ッ

ト
を
見
せ
た
。
業
者
は
一
方
的
に
3

点
全
て
を
1
，7
0
0
円
で
買
い
取

る
と
言
い
、
代
金
と
領
収
書
を
渡
し

た
。
他
に
古
銭
や
切
手
は
な
い
か
と

な
お
も
し
つ
こ
く
求
め
て
き
た
。
宝

石
3
点
は
そ
れ
ぞ
れ
10
万
円
以
上
も

し
た
も
の
な
の
で
納
得
で
き
な
か
っ

た
が
、
怖
く
て
断
れ
な
か
っ
た
。

　【
相
談
窓
口
】

　
沖
縄
総
合
事
務
局
経
済
産
業
部

　
　
　
商
務
通
商
課
消
費
者
相
談
室

　
電
話
：
0
9
8－

8
6
2－

4
3
7
3

　
受
付
時
間
：
平
日
10:

00
〜
12:

00

　
　
　
　
　
　
　
　
13:

00
〜
16:

00

　
　
　 

（
祝
祭
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）
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